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は
じ
め
に

　

秦
の
博
士
で
あ
っ
た
伏
生
（
伏
勝
）
が
、
前
漢
に
『
尙
書
』
を
伝
え
た
こ
と

は
、『
史
記
』
卷
一
百
二
十
一 

儒
林
列
傳
に
、「
秦
の
時
に
焚
書
あ
れ
ば
、
伏

生 

之
を
壁
藏
し
、
其
の
後 

大
い
に
兵 

起
こ
り
て
流
亡
す
。
漢 

定
ま
る
や
、

伏
生 

其
の
書
を
求
め
、
數
十
篇
を
亡
ふ
も
、
獨
り
二
十
九
篇
を
得
た
り
。
卽

ち
以
て
齊
・
魯
の
間
に
敎
ふ
。
學
者 

是
れ
由
り
頗
る
能
く
尙
書
を
言
ひ
、
諸お
よ

そ
山
東
の
大
師
、
尙
書
に
涉
り
て
以
て
敎
へ
ざ
る
は
無
し
」
と
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
）
1
（

。
ま
た
、
散
逸
し
た
、
伏
生
口
述
の
『
尙
書
大
傳
』
の
輯
本
を
作
っ
た

陳
壽
祺
は
、『
尙
書
大
傳
定
本
』
の
序
で
、「
向さ
き

に
伏
生 

微な

か
り
せ
ば
、
則
ち

唐
虞
・
三
代
の
典
謨
・
誥
命
の
經
、
煙
銷
灰
滅
し
て
、
萬
古
長
夜
た
ら
ん
」
と
、

伏
生
が
い
な
け
れ
ば
『
尙
書
』
は
滅
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
と
記
し
て
い
る
）
2
（

。

　

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
伏
生
口
述
の
『
尙
書
大
傳
』
の
後
世
か
ら
の
評
価
は
低

い
。
た
と
え
ば
『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

其
の
文 

或
い
は
尙
書
を
説
き
、
或
い
は
尙
書
を
説
か
ず
。
大お
ほ

抵よ
そ 

詩
外

傳
・
春
秋
繁
露
の
如
し
。
經
義
と
離
合
の
間
に
在
り
。
而
し
て
古
訓
・
舊

典
、
往
往
に
し
て
在
り
。
所
謂
る
六
藝
の
支
流
な
り
）
3
（

。

　
『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
は
、
こ
の
よ
う
に
『
尙
書
大
傳
』
を
『
韓
詩
外
傳
』

や
『
春
秋
繁
露
』
の
よ
う
で
、
經
義
と
離
れ
る
と
こ
ろ
と
合
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、

「
六
藝
の
支
流
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
。
經
學
の
基
本
が
訓
詁
學
と
さ
れ
て

以
降
、『
韓
詩
外
傳
』
な
ど
の
物
語
に
よ
る
經
典
解
釈
は
、
高
く
評
価
さ
れ
な

く
な
る
）
4
（

。
中
で
も
漢
の
訓
詁
學
を
「
漢
學
」
と
し
て
尊
重
し
た
淸
朝
で
は
、『
尙

書
大
傳
』
の
評
価
が
低
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
も
、
淸
朝
か
ら
の
低

い
評
価
は
継
承
さ
れ
、
そ
の
た
め
か
『
尙
書
大
傳
』
に
つ
い
て
の
研
究
も
盛
ん

と
は
言
い
難
い
）
5
（

。

　

し
か
し
、
黃
老
思
想
が
優
勢
で
、『
韓
非
子
』
が
物
語
を
用
い
る
こ
と
で
、

自
ら
の
主
張
に
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
る
前
漢
の
初
期
に
お
い
て
）
6
（

、
難
解
な

『
尙
書
』
を
物
語
を
用
い
て
分
か
り
易
く
伝
え
よ
う
と
し
た
『
尙
書
大
傳
』
の

取
り
組
み
は
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、『
尙
書
大
傳
』
が
『
尙
書
』

『
尙
書
大
傳
』
に
み
る
物
語
に
よ
る
經
の
解
釈

渡
　
邉
　
義
　
浩
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を
物
語
に
よ
り
ど
う
理
解
し
易
く
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
の

『
韓
詩
外
傳
』
へ
の
影
響
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
伏
生
と
『
尙
書
大
傳
』

　
『
尙
書
大
傳
』
が
、
伏
生
の
自
著
で
は
な
く
、
弟
子
の
張
生
・
歐
陽
生
の
撰

述
に
よ
り
、
そ
の
内
容
が
基
本
的
に
は
伏
生
の
学
説
を
伝
え
な
が
ら
も
、
同
時

に
張
生
た
ち
が
自
分
独
自
の
解
釈
を
補
い
、
新
た
に
他
の
諸
經
の
学
説
を
付
加

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
池
田
秀
三
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
）
7
（

。『
尙

書
大
傳
』
の
完
本
は
明
代
に
は
散
逸
し
、
陳
壽
祺
『
尙
書
大
傳
定
本
』
な
ど
淸

代
の
輯
逸
書
か
ら
、
そ
の
全
貌
を
正
確
に
読
み
解
く
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
で

も
、
伊
藤
裕
水
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、『
尙
書
大
傳
』
は
、
一
見
す
る
と

經
と
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
内
容
で
あ
っ
て
も
、
著
述
者
は
あ
く
ま
で
も

『
尙
書
』
の
經
を
説
い
て
い
る
）
8
（

。
た
だ
し
、
そ
れ
は
物
語
に
よ
る
全
体
像
の
提

示
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
訓
詁
學
の
よ
う
に
一
つ
ひ
と
つ
の
章
句
の
解
釈
で
は

な
い
の
で
、
經
か
ら
離
れ
て
見
え
る
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
『
尙
書
大
傳
』
に
も
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
訓
詁
學
に
継
承
さ
れ

て
い
く
字
句
の
解
釈
は
み
ら
れ
る
。『
太
平
御
覽
』
卷
二
十
九 

時
序
部
な
ど
に

残
る
『
尙
書
大
傳
』
卷
一 

唐
傳 

堯
典
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　

正
月
上
日
、
終
は
り
を
文
祖
に
受
く
。
旋
機
・
玉
衡
を
在み

て
、
以
て
七

政
を
齊あ

つ
。

　
①
齊
は
、
中
な
り
。
七
政
な
る
者
は
、
春
・
秋
・
冬
・
夏
・
天
文
・
地
理
・

人
道
を
謂
ひ
、
政
を
爲
す
所
以
な
り
。
道 

正
し
く
し
て
萬
事 

順
成
な
り
。

故
に
天
道
は
、
政
の
大
な
る
も
の
な
り
。
旋
機
な
る
者
は
、
何
ぞ
や
。
傳

に
曰
く
、「
旋
な
る
者
は
、
還
な
り
。
機
な
る
者
は
、
幾
な
り
、
微
な
り
。

其
の
變
ず
る
こ
と
幾
微
な
る
も
、
動
く
所
の
者 

大
な
る
は
、
之
を
旋
機

と
謂
ふ
。
是
の
故
に
旋
機
、
之
を
北
極
と
謂
ふ
。
②
受
く
と
は
、
舜
を
謂

ふ
な
り
。
上
日
は
、
元
日
な
り
」
と
）
9
（

。

　

最
初
の
一
文
は
、
前
半
を
伝
え
る
『
太
平
御
覽
』
で
は
、「
書
に
曰
く
」
が

付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
尙
書
』
堯
典
篇
の
經
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

二
行
目
以
降
に
『
尙
書
大
傳
』
独
自
の
文
章
が
記
さ
れ
る
。
①
「
齊
は
、
中
な

り
」、「
七
政
な
る
者
は
、
春
・
秋
・
冬
・
夏
・
天
文
・
地
理
・
人
道
を
謂
ひ
、

政
を
爲
す
所
以
な
り
」
と
い
う
表
現
は
、
訓
詁
で
あ
る
。
經
文
の
「
七
政
」
に

つ
い
て
、
馬
融
は
北
斗
七
星
と
し
、
鄭
玄
は
日
・
月
・
五
星
と
し
て
い
る
。
訓

詁
の
内
容
は
異
な
る
も
の
の
、
馬
融
や
鄭
玄
と
同
様
に
、『
尙
書
大
傳
』
が
訓

詁
を
持
つ
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
単
純
な
文
字
の
解
釈
だ
け
で
は
な
く
、『
尙
書
大
傳
』
は
②
「
受
く

と
は
、
舜
を
謂
ふ
な
り
」
の
よ
う
に
、
經
文
の
「
終
は
り
を
文
祖
に
受
」
け
た

者
と
は
舜
で
あ
る
、
と
い
う
文
脈
の
説
明
も
し
て
い
る
。
後
漢
に
盛
ん
と
な
る

訓
詁
學
の
先
駆
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

も
う
一
例
掲
げ
よ
う
。『
尙
書
』
洛
誥
篇
の
難
解
な
經
文
を
説
明
す
る
事
例

で
あ
る
。

　

書
に
曰
く
、「
乃
ち
女
な
ん
ぢ

其
れ
悉
く
自
ら
功
を
學い
た

せ
」
と
。

　
①
悉
は
、
盡
な
り
。
學
は
、
效
な
り
。
②
傳
に
曰
く
、「
其
の
功
を
效
す
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に
當
た
り
て
は
、
洛
邑
に
卜
し
、
成
周
を
營
み
、
正
朔
を
改
め
、
宗
廟
を

立
て
、
祭
祀
を
序つ
い

で
、
犧
牲
を
易
め
、
禮
樂
を
制
し
、
天
下
を
一
統
し
、

四
海
を
合
和
す
る
な
り
」
と
）
10
（

。

　

一
行
目
に
示
し
た
『
尙
書
』
洛
誥
の
經
文
は
、
成
王
が
周
公
旦
に
語
っ
た
言

葉
で
あ
る
た
め
、「
女
」（
現
行
本
は
「
汝
」）
は
周
公
旦
で
あ
る
。
現
行
本
で
は
、

「
悉
自
敎
工
」
と
す
る
部
分
を
『
尙
書
大
傳
』
は
「
悉
自
學
功
」
に
つ
く
る
。

当
然
「
學
」
の
字
が
難
し
の
で
、
①
「
學
は
、
效
」
で
あ
る
、
と
訓
詁
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
②
「
傳
に
曰
く
」
と
し
て
、「
功
を
效
」
す
内
容
と
は
、

洛
陽
に
居
り
、
成
周
を
営
み
、
正
朔
を
改
め
、
宗
廟
を
立
て
、
祭
祀
を
秩
序
立

て
、
犧
牲
を
改
め
、
禮
樂
を
制
し
、
天
下
を
統
一
し
、
四
海
を
和
合
す
る
こ
と

で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
尙
書
大
傳
』
は
、『
尙
書
』
の
經
文
に
訓
詁
を
付
け
る
だ
け

で
は
な
く
、
難
解
な
『
尙
書
』
の
内
容
を
具
体
化
す
る
こ
と
で
、
理
解
し
易
く

な
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
こ
れ
が
『
尙
書
大
傳
』
の
目
的
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
訓
詁
だ
け
に
終
始
す
る
も
の
は
多
く
は
な
く
、『
尙
書
』
の
内
容
を

物
語
で
大
き
く
説
明
す
る
こ
と
が
、『
尙
書
大
傳
』
の
特
徴
で
あ
る
。

二
、
物
語
に
よ
る
『
尙
書
』
解
釈

　
『
尙
書
』
は
、
今
も
昔
も
難
解
で
知
ら
れ
る
經
典
で
あ
る
。
そ
の
普
及
に
は
、

大
き
な
困
難
が
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
前
漢
の
武
帝
に
仕
え

た
倪
寛
は
、
武
帝
に
『
尙
書
』
の
面
白
さ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
。

（
倪
）
寛 

俊
材
有
り
、
初
め
て
武
帝
に
見
え
、
經
學
を
語
る
。
上
曰
く
、

「
吾 

始
め
尙
書
を
以
て
樸
學
と
爲
し
、
好
む
こ
と
弗
し
。
寛
の
説
を
聞
く

に
及
び
、
觀
る
可
し
」
と
。
乃
ち
寛
に
從
ひ
て
一
篇
を
問
ふ
。
歐
陽
・
大

小
夏
侯
氏
の
學
、
皆 

寛
よ
り
出
づ
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
武
帝
は
、倪
寛
の
説
に
よ
り
、「
樸
學
」
と
思
っ
て
い
た
『
尙
書
』

を
良
し
と
し
て
、
倪
寛
に
従
っ
て
一
篇
を
学
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

倪
寛
が
、
何
を
用
い
て
尙
書
を
説
い
た
の
か
、
記
録
は
語
ら
な
い
。
推
測
で

は
あ
る
が
、『
尙
書
大
傳
』
な
ど
物
語
に
よ
る
『
尙
書
』
の
解
説
書
の
類
を
用

い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
わ
せ
る
に
足
る
物
語
に
よ
る
分
か
り
や
す
い

『
尙
書
』
解
釈
が
、『
尙
書
大
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

周
公 

將
に
禮
樂
を
作
ら
ん
と
す
る
も
、
之
に
優
游
し
、
三
年 

作
る
能

は
ず
。
君
子 

其
の
言
ひ
て
從
は
れ
ざ
る
を
恥
ぢ
、
其
の
行
ひ
て
隨
は
れ

ざ
る
を
恥
づ
。
將
に
大
い
に
作
ら
ん
と
す
る
や
、
天
下
の
我
を
ば
知
る
莫

き
を
恐
る
る
な
り
。
將
に
小
し
く
作
ら
ん
と
す
る
や
、
父
祖
の
功
業
・
德

澤
を
揚
ぐ
る
能
は
ざ
る
を
恐
る
。
然
る
後
に
洛
を
營
み
て
、
以
て
天
下
の

心
を
觀
る
。
是
に
於
て
四
方
の
諸
侯
、
其
の
羣
黨
を
率
ゐ
、
各

位
を
其

の
庭
に
攻を
さ

む
。
周
公
曰
く
、「
之
に
示
す
に
力
役
を
以
て
す
る
だ
に
、
且

つ
猶
ほ
至
る
。
况
ん
や
之
を
導
く
に
禮
樂
を
以
て
す
る
を
や
」
と
。
然
る

後
に
敢
て
禮
樂
を
作
る
。

　

書
に
曰
く
、「
新
た
に
大
邑
を
東
國
の
洛
に
作
り
、
四
方
の
民 

大
い
に

和
會
す
」
と
。
此
れ
之
の
謂
な
り
）
12
（

。
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「
書
に
曰
く
」
か
ら
始
ま
る
、『
尙
書
』
康
誥
篇
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
、
周
公

旦
が
は
じ
め
て
新
し
く
大
邑
を
洛
水
の
ほ
と
り
に
造
ろ
う
と
す
る
と
、
四
方
の

民
が
大
い
に
集
ま
っ
た
、
と
い
う
最
後
に
掲
げ
る
經
文
に
関
し
て
、『
尙
書
大

傳
』
は
、
力
役
で
す
ら
人
々
の
集
ま
っ
た
こ
と
が
、
周
公
旦
が
禮
樂
を
制
作
し

よ
う
と
し
た
動
機
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
れ
以
前
に
記
さ
れ
て
い
る
周
公

旦
が
、
ぐ
ず
ぐ
ず
と
禮
樂
の
制
作
を
引
き
延
ば
し
た
、
と
い
う
『
尙
書
大
傳
』

の
物
語
の
内
容
は
、
た
と
え
ば
、『
春
秋
左
氏
傳
』
の
杜
預
注
で
聖
人
と
し
て

孔
子
の
上
に
置
か
れ
た
、
周
公
旦
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
り
）
13
（

、
周
公
旦
の

聖
人
化
が
後
世
ほ
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
時
期
の
特
徴
を
示
す
。

　

そ
し
て
、
洛
邑
の
力
役
に
集
ま
っ
た
人
々
を
見
て
、
周
公
旦
は
、
禮
樂
の
制

定
を
志
す
。
こ
れ
は
、『
尙
書
大
傳
』
卷
四 

周
傳 
洛
誥
に
、「
周
公 

政
を
攝
り
、

一
年 

亂
を
救
ひ
、
二
年 

殷
に
克
ち
、
三
年 

奄
を
踐
み
、
四
年 

侯
衞
を
建
て
、

五
年 

成
周
を
營
み
、
六
年 

禮
を
制
し
樂
を
作
り
、
七
年 
政
を
成
王
に
致
す

（
周
公
攝
政
、
一
年
救
亂
、
二
年
克
殷
、
三
年
踐
奄
、
四
年
建
侯
衞
、
五
年
營

成
周
、
六
年
制
禮
作
樂
、
七
年
致
政
成
王
）」
と
記
さ
れ
る
周
公
の
年
譜
に
お

い
て
、
五
年
と
六
年
で
行
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。『
尙
書
』
に
描
か
れ

た
周
公
旦
に
つ
い
て
の
僅
か
な
記
録
を
物
語
で
繋
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
、
周
公
旦

の
事
跡
に
つ
い
て
、
年
代
順
に
整
理
を
し
た
「
史
傳
」
と
し
て
纏
め
て
い
こ
う

と
す
る
編
者
の
努
力
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
「
梁
闇
」
と
い
う
字
句
を
他
学
派
の
物
語
に
対
抗
し
な
が
ら
解
釈
す
る

事
例
を
検
討
し
よ
う
。

①
書
に
曰
く
、「
高
宗 

梁
闇
に
し
て
、
三
年 

言
は
ず
」
と
。
何
を
梁
闇

と
謂
ふ
や
。
②
傳
に
曰
く
、「
高
宗 

倚
廬
に
居
り
、
三
年 

言
は
ず
。
百

官 

己
を
總
べ
て
、
以
て
冢
宰
に
聽
き
て
、
之
に
違
ふ
こ
と
莫
し
。
此
を

之
れ
梁
闇
と
謂
ふ
」
と
。
③
子
張
曰
く
、「
何
の
謂
ぞ
や
」
と
。
孔
子
曰
く
、

「
古い
に
し
へ者

は
君 

薨
ず
れ
ば
、
王
の
世
子 

冢
宰
に
聽ま
か

す
こ
と
三
年
、
敢
て
先

王
の
服
に
服
さ
ず
、
先
王
の
位
を
履
ま
ず
に
焉
を
聽
す
。
④
以お

も

へ
ら
く
民

臣
の
義
、
則
ち
一
日
だ
に
君
無
か
る
可
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
一
日
だ
に
君

無
か
る
可
か
ら
ざ
る
は
、
猶
ほ
一
日
だ
に
天
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
が
ご
と

き
な
り
。
以
て
孝
子
だ
に
之
れ
隱
れ
ん
か
。
さ
す
れ
ば
則
ち
孝
子
も
三

年 

居
る
こ
と
弗
し
」
と
）
14
（

。

　
『
尙
書
大
傳
』
は
、
①
「
書
に
曰
く
」
と
し
て
經
文
を
掲
げ
た
の
ち
）
15
（

、「
梁
闇
」

と
は
何
か
に
つ
い
て
、
②
「
傳
に
曰
く
」
で
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
梁
闇
」

と
は
、
殷
の
高
宗
が
倚
廬
に
居
住
し
て
三
年
の
間
も
の
を
言
わ
ず
、
百
官
が
己

の
職
を
統
べ
ま
と
め
て
冢
宰
に
従
っ
て
違
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。

そ
の
の
ち
、
③
子
張
の
問
い
に
孔
子
が
答
え
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
『
論
語
』

憲
問
篇
を
踏
ま
え
て
い
る
。
孔
子
は
、
古
の
君
主
は
、
あ
え
て
先
王
の
喪
に
服

さ
ず
、
即
位
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
④
一
日
で
も
天
下
に
君
主
が

存
在
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
『
春
秋
公

羊
傳
』
文
公
九
年
に
、
ほ
ぼ
同
様
の
文
が
あ
る
）
16
（

。
こ
の
た
め
孝
子
で
あ
っ
て
も

三
年
間
、
喪
に
服
く
こ
と
は
な
い
。

　

こ
こ
で
『
尙
書
大
傳
』
の
記
述
は
終
わ
る
が
、
そ
の
意
を
推
せ
ば
、
高
宗
は

即
位
を
し
な
が
ら
も
服
喪
期
間
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
三
年
も
の
を
言
わ
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
後
に
西
晉
の
杜
預
は
、
先
君
の
死
後
、
王
者
は
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卒
哭
す
れ
ば
除
喪
即
位
す
る
が
、
心
喪
で
三
年
を
過
ご
す
「
諒
闇
心
喪
の
制
」

と
し
て
ま
と
め
あ
げ
、
西
晉
の
司
馬
炎
が
成
し
遂
げ
た
心
喪
三
年
を
經
學
に
よ

り
正
統
化
し
て
い
く
）
17
（

。『
尙
書
大
傳
』
は
、
杜
預
ほ
ど
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、

殷
の
高
宗
が
三
年
言
わ
な
か
っ
た
と
い
う
『
呂
氏
春
秋
』
の
物
語
に
対
抗
す
る

中
で
、
儒
家
が
抱
え
て
い
た
三
年
喪
と
現
実
の
政
治
を
ど
う
調
整
す
る
か
、
と

い
う
問
題
を
解
決
し
な
が
ら
、『
尙
書
』
本
文
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。

　

三
年
喪
は
、
儒
家
の
喪
制
で
最
も
重
い
斬
読
で
あ
る
が
、
儒
家
が
君
主
と
関

わ
る
に
つ
れ
、
先
君
の
死
後
、
嗣
子
は
も
と
よ
り
臣
下
も
斬
読
三
年
に
服
す
る

こ
と
に
よ
り
、
政
務
が
停
滞
す
る
こ
と
へ
の
対
処
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。『
論

語
』
陽
貨
篇
で
は
、
宰
我
が
三
年
喪
を
批
判
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
孔
子
が
そ

の
親
不
孝
を
批
判
す
る
、
と
い
う
形
で
三
年
喪
批
判
へ
の
反
論
が
記
さ
れ
て
い

る
が
）
18
（

、
本
質
的
な
解
決
に
は
至
っ
て
い
な
い
。『
論
語
』
憲
問
篇
で
は
、『
尙
書
』

を
引
用
し
て
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
。『
論
語
集
解
』
の
解
釈
も
あ

わ
せ
て
掲
げ
よ
う
。

子
張
曰
く
、「
書
に
云
ふ
、「
高
宗
諒
陰
、
三
年
言も
の
いは
ず
」
と
。
何
の
謂
ぞ

や
」
と﹇
一
﹈。
子
曰
く
、「
何
ぞ
必
ず
し
も
高
宗
の
み
な
ら
ん
。
古
の
人
は

皆 

然
り
。
君 

薨
ず
れ
ば
、
百
官 

己
を
緫す

べ
て﹇
二
﹈、
以
て
冢
宰
に
聽
く

こ
と
三
年
」
と﹇
三
﹈。

﹇
一
﹈ 　

孔
安
國
曰
く
、「
高
宗
は
、
殷
の
中
興
の
王
た
る
武
丁
な
り
。

諒
は
、
信
な
り
。
陰
は
、
猶
ほ
默
の
ご
と
き
な
り
」
と
。

﹇
二
﹈　

馬
融
曰
く
、「
己
は
、
百
官
を
己
と
す
る
な
り
」
と
。

﹇
三
﹈ 　

孔
安
國
曰
く
、「
冢
宰
は
、
天
官
な
り
。
王
の
治
を
佐
く
る

者
な
り
。
三
年
の
喪 

畢を

は
り
、
然
る
後
に
王 

自
ら
聽
政
す
る

な
り
」
と
）
19
（

。

　
『
論
語
集
解
』
に
引
く
孔
安
國
は
、「
三
年
喪
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
王
は
自
ら

政
治
を
聴
い
た
」
と
解
釈
し
て
お
り
、『
尙
書
』
の
「
諒
陰
三
年
」
を
服
喪
中

と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、『
論
語
』
の
本
文
だ
け
で
は
、
高
宗
が
喪
に
服
し

て
い
る
か
否
か
を
判
断
で
き
な
い
。『
尙
書
大
傳
』
の
方
が
、「
梁
闇
三
年
」
の

解
釈
は
分
か
り
や
す
い
。
そ
れ
は
、
次
に
掲
げ
る
『
呂
氏
春
秋
』
審
應
覽 

重

言
の
「
三
年
不
言
」
の
物
語
に
、
対
抗
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

人
主
の
言
は
、
慎
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
。
高
宗
は
、
天
子
な
り
。
卽
位
す
る

に
諒
闇
し
て
、
三
年 

言
は
ず
。
卿
・
大
夫 

恐
懼
し
て
、
之
を
患
ふ
。
高

宗 

乃
ち
言
ひ
て
曰
く
、「
余
一
人
を
以
て
四
方
を
正
す
。
余
は
唯
だ
言
の

類よ

か
ら
ざ
る
を
恐
る
る
な
り
。
茲こ

の
故
に
言
は
ず
」
と
。
古
の
天
子
、
其

の
言
を
重
ん
ず
る
こ
と
此
の
如
し
。
故
に
言
に
遺う
し
なふ
者
無
し
）
20
（

。

　
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、「
三
年
不
言
」
は
、
喪
制
と
は
無
関
係
に
、
君
主
の
言

葉
の
重
さ
を
説
明
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。『
尙
書
』
は
、
儒
家
の
占
有
物

で
は
な
か
っ
た
の
で
、
高
宗
の
「
三
年
不
言
」
は
、『
呂
氏
春
秋
』
以
外
に
も

言
及
さ
れ
て
い
る
）
21
（

。『
尙
書
大
傳
』
は
、
儒
家
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
新
た

な
君
主
は
三
年
喪
に
服
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
を
高
宗
の
「
三
年
不
言
」

の
物
語
に
よ
り
、『
尙
書
』
の
解
釈
と
し
て
、
君
主
は
三
年
喪
に
服
す
こ
と
は

な
い
、
と
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、『
尙
書
』
の
解
釈
と
し
て
物
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
直
接

的
に
は
何
を
起
源
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
荀
子
』
に
は
、
物
語
と
共
に
「
書
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に
曰
く
」
と
続
け
て
、『
尙
書
』
を
用
い
る
事
例
が
八
例
存
在
す
る
。
前
漢
初

期
に
お
け
る
『
荀
子
』
の
影
響
力
の
強
さ
か
ら
考
え
て
も
）
22
（

、『
尙
書
大
傳
』
の

直
接
的
な
起
源
は
、『
荀
子
』
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）
23
（

。『
荀
子
』
が
、
そ

う
し
た
物
語
を
諸
子
に
対
抗
す
る
中
で
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
事
例
を
掲

げ
よ
う
。

　
①
萬
物
は
道
の
一
偏
爲た

り
、
一
物
は
萬
物
の
一
偏
爲
り
。
愚
者
は
一
物

の
一
偏
爲
る
に
、
而
も
自
ら
以
て
道
を
知
る
と
爲
す
は
、
知
る
こ
と
無
き

な
り
。
慎
子
は
後
に
見
る
こ
と
有
る
も
、
先
に
見
る
こ
と
無
し
。
老
子
は

詘
に
見
る
こ
と
有
る
も
、
信
に
見
る
こ
と
無
し
。
墨
子
は
齊
に
見
る
こ
と

有
る
も
、
畸
に
見
る
こ
と
無
し
。
宋
子
は
少
に
見
る
こ
と
有
る
も
、
多
に

見
る
こ
と
無
し
。
後
有
り
て
先
無
く
ん
ば
、
則
ち
群
衆
に
門
無
し
。
詘
有

り
て
信
無
く
ん
ば
、
則
ち
貴
賤
も
分
か
た
れ
ず
。
齊
有
り
て
畸
無
く
ん
ば
、

則
ち
政
令
も
施
さ
れ
ず
、
少
有
り
て
多
無
く
ん
ば
、
則
ち
群
衆
も
化
せ
ず
。

　
②
書
に
曰
く
、「
好
み
を
作お

こ

す
こ
と
有
る
無
く
、
王
の
道
に
遵
ふ
。
惡に

く

み
を
作
す
こ
と
有
る
無
く
、
王
の
路
に
遵
ふ
」
と
。
此
れ
之
の
謂
な
り
）
24
（

。

　
『
荀
子
』
は
冒
頭
で
、
①
萬
物
は
道
と
い
う
最
高
の
存
在
の
偏
っ
た
一
部
分

に
過
ぎ
ず
、
一
物
は
萬
物
の
一
部
分
に
過
ぎ
ず
、
愚
者
は
そ
の
一
物
の
偏
っ
た

一
部
分
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
世
界
観
を
示
す
。
萬
物
か
ら
見
れ
ば
、
一
部
分

を
知
っ
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
慎
子
は
「
後
」（
消
極
的
立
場
）、
老
子
は
「
詘
」

（
屈
従
的
立
場
）、
墨
子
は
「
齊
」（
平
等
の
立
場
）、
宋
子
は
「
少
」（
少
欲
の

立
場
）
を
尊
重
す
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
子
は
、
一
物
の
偏
っ
た
一
部
分
を
知
る

だ
け
な
愚
者
な
の
で
あ
る
、
と
『
荀
子
』
は
批
判
す
る
。
思
想
的
な
構
造
物
と

い
う
点
に
お
い
て
、
仏
教
の
教
相
判
報
に
も
似
た
、
広
い
意
味
で
の
物
語
と
言

え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
批
判
の
論
拠
と
し
て
、『
荀
子
』
は
、
②
偏
っ
た
好
き
嫌
い
の
気

持
ち
を
起
こ
す
こ
と
な
く
、
王
の
道
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
『
尙
書
』
洪

範
篇
を
挙
げ
て
い
る
。『
荀
子
』
は
、
物
語
に
よ
り
『
尙
書
』
洪
範
篇
の
經
義

を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
子
を
批
判
す
る
主
張
を
『
尙
書
』
洪
範
篇
の
字

句
に
よ
り
正
統
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
物
語
に
よ
り
經
書
を
解
釈
す

る
『
尙
書
大
傳
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
物
語
と
經
書
を
結
び
つ
け
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、『
尙
書
大
傳
』
へ
の
直
接
的
な
影
響
を
考
え
る
こ
と
は
許
さ

れ
よ
う
。

　

し
か
も
、『
荀
子
』
の
こ
の
考
え
方
は
、『
莊
子
』
天
下
篇
に
も
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
お
り
、『
荀
子
』
は
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

天
下 

大
い
に
亂
れ
、
賢
聖 

明
ら
か
な
ら
ず
、
道
德 

一
な
ら
ず
。
天

下 

多
く
は
一
察
を
得
て
、
焉す
な
はち
以
て
自
ら
好
し
と
す
。
…
…
猶
ほ
百
家

の
衆
技
の
ご
と
き
な
り
。
皆 

長
ず
る
所
有
り
、
時
に
用
ふ
る
所
有
り
。

然
り
と
雖
も
、
該そ
な

は
ら
ず
徧あ
ま
ねか
ら
ず
し
て
、
一
曲
の
士
な
り
。
…
…
後
世

の
學
者
、
不
幸
に
し
て
天
地
の
純
、
古
人
の
大
體
を
見
ず
、
道
術 

將
に

天
下
の
爲
に
裂
か
れ
ん
と
す
）
25
（

。

　
『
莊
子
』
天
下
篇
は
、
儒
家
・
法
家
・
墨
家
な
ど
も
「
道
術
」
の
現
れ
と
見

な
し
て
包
摂
し
な
が
ら
も
、
老
耼
・
關
尹
を
中
心
に
据
え
て
諸
思
想
の
統
一
を

試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
も
『
淮
南
子
』
要
略
篇
や
『
史
記
』
太
史
公

自
序
へ
と
継
承
さ
れ
る
道
家
に
よ
る
思
想
統
一
の
主
張
に
反
発
す
る
中
で
、
劉
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歆
は
「
七
略
」
を
著
し
、
儒
敎
一
尊
の
思
想
史
を
確
立
す
る
）
26
（

。『
荀
子
』
と
し

て
は
、『
莊
子
』
と
同
様
の
物
語
を
用
い
な
が
ら
、
儒
家
を
守
り
、
諸
子
を
批

判
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
論
拠
を
『
尙
書
』
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、『
莊
子
』
は
、
孔
子
の
口
を
借
り
て
老
子
の
思
想
を
説
き
、
孔
子

が
莊
子
の
思
想
へ
改
宗
し
て
い
く
物
語
を
展
開
し
て
い
た
）
27
（

。
儒
家
は
、
孔
子
の

物
語
を
構
築
し
て
そ
れ
に
対
抗
す
る
）
28
（

。
こ
う
し
た
『
韓
非
子
』
や
『
莊
子
』
に

よ
る
物
語
の
利
用
に
対
抗
し
な
が
ら
、
儒
家
は
『
荀
子
』
に
お
い
て
は
、
主
張

の
正
統
化
の
た
め
に
『
尙
書
』
を
用
い
、
さ
ら
に
は
、
難
解
で
知
ら
れ
る
『
尙

書
』
を
解
釈
す
る
た
め
に
物
語
を
利
用
す
る
『
尙
書
大
傳
』
を
編
纂
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　

詩
・
書
と
並
称
さ
れ
る
『
詩
經
』
に
お
い
て
も
、
同
様
の
思
想
史
的
状
況
の

中
で
、
物
語
に
よ
り
『
詩
經
』
を
解
釈
す
る
書
籍
が
生
ま
れ
て
い
た
。『
韓
詩

外
傳
』
で
あ
る
。『
尙
書
大
傳
』
は
、『
韓
詩
外
傳
』
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
。

三
、『
韓
詩
外
傳
』
へ
の
影
響

　
『
尙
書
大
傳
』
よ
り
少
し
遅
れ
、
文
帝
の
博
士
で
あ
っ
た
韓
嬰
が
著
し
た
『
韓

詩
外
傳
』
は
、『
尙
書
大
傳
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。『
尙
書
大
傳
』
に

は
、『
尙
書
』
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
の
か
を
総
論
と
し
て
述
べ
る
部
分
が
あ
り
、

そ
れ
が
『
韓
詩
外
傳
』
に
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
尙
書
大
傳
』

か
ら
掲
げ
よ
う
。

子
夏 

書
を
讀
み
畢
は
る
。
孔
子 

問
ひ
て
曰
く
、「
吾
子 

何
ぞ
書
を
爲を
さ

む

る
や
」
と
。
子
夏
曰
く
、「
書
の
事
を
論
ず
る
や
、
昭
昭
と
し
て
日
月
の

若
く
、
焉す
な
はち

夫
子
に
受
く
る
所
の
者
は
、
敢
て
忘
る
る
こ
と
弗
し
。
退
き

て
河
濟
の
間
、
深
山
の
中
、
壤
室
・
蓬
戶
に
窮
居
す
る
も
、
琴
瑟
を
彈
き

て
以
て
先
王
の
風
を
歌
ふ
。
人
有
る
も
亦
た
之
を
樂
し
み
、
人
無
き
も
亦

た
之
を
樂
し
む
。
①
上
は
堯
舜
の
道
を
見
、
下
は
三
王
の
義
を
見
て
、
以

て
死
生
を
忘
る
可
し
」
と
。
孔
子 

愀
然
と
し
て
容か
た
ちを

變
へ
て
曰
く
、「
嘻あ
あ

。

②
子 

殆は
じ

め
て
與
に
書
を
言
ふ
可
し
。
然
れ
ど
も
其
の
表
を
見
る
と
雖
も
、

未
だ
其
の
裏
を
見
ず
。
其
の
門
を
闚の
ぞ

く
も
、
未
だ
其
の
中
に
入
ら
ず
」
と
。

顏
回
曰
く
、「
何
の
謂
ぞ
や
」
と
。
孔
子
曰
く
、「
丘 

常
に
心
を
悉
く
し

志
を
盡
く
し
て
以
て
其
の
中
に
入
る
や
、
則
ち
③
前
に
高
岸
有
り
、
後
に

大
谿
有
り
、
塡
塡
と
し
て
正
立
す
る
の
み
。
六
誓
は
以
て
義
を
觀
る
可
く
、

五
誥
は
以
て
仁
を
觀
る
可
く
、
甫
刑
は
以
て
誡
を
觀
る
可
く
、
洪
範
は
以

て
度
を
觀
る
可
く
、
禹
貢
は
以
て
事
を
觀
る
可
く
、
皋
陶
謨
は
以
て
治
を

觀
る
可
く
、
堯
典
は
以
て
美
を
觀
る
可
し
」
と
）
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『
尙
書
大
傳
』
は
、
子
夏
が
『
尙
書
』
を
読
み
終
わ
り
、
そ
の
感
想
を
①
「
上

は
堯
舜
の
道
を
見
、
下
は
三
王
の
義
を
見
」
た
と
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
②

「
子 

殆は
じ

め
て
與
に
書
を
言
ふ
可
し
」
と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
導
く
た
め
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、『
論
語
』
學
而
篇
に
、「
子
曰
く
、「
賜し

や
、
始
め
て
與と
も

に

詩
を
言
ふ
可
き
の
み
。
諸こ
れ

に
往わ
う

を
告
げ
て
來
を
知
る
者
な
り
」
と
（
子
曰
、
賜

也
、
始
可
與
言
詩
已
矣
。
告
諸
往
而
知
來
者
）」
と
あ
る
文
章
を
踏
ま
え
た
表

現
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
だ
『
尙
書
』
の
奥
義
は
究
め
ら
れ
て
い
な
い
と
顏
回
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を
聞
き
手
に
登
場
さ
せ
る
。
そ
し
て
、『
尙
書
』
の
難
し
さ
を
③
「
前
に
高
岸

有
り
、
後
に
大
谿
有
り
、
塡
塡
と
し
て
正
立
す
る
の
み
」
と
表
現
し
た
後
に
、

『
尙
書
』
各
篇
の
特
徴
を
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
六
誓
（
甘
・
湯
・
牧
・
泰
・
費
・

秦
）
は
義
、
五
誥
（
大
・
康
・
酒
・
召
・
洛
）
は
仁
、
甫
刑
（
呂
刑
）
は
誡
、

洪
範
は
度
、
禹
貢
は
事
、
皋
陶
謨
は
治
、
堯
典
は
美
を
見
る
べ
き
と
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
で
伏
生
本
『
尙
書
』
の
す
べ
て
の
篇
目
が
揃
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

『
尙
書
』
に
よ
り
学
び
得
る
德
目
を
一
覧
に
示
す
こ
と
で
、
初
学
者
に
『
尙
書
』

の
概
略
を
説
明
で
き
る
。『
尙
書
』
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
の
一

つ
と
考
え
て
よ
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

　

子
夏 

詩
を
讀
み
已
に
畢
は
る
。
夫
子 
問
ひ
て
曰
く
、「
爾 

亦
た
何
ぞ

詩
を
大た
っ
とぶ

や
」
と
。
子
夏 

對
へ
て
曰
く
、「
詩
の
事
に
於
け
る
や
、
昭
昭

乎
と
し
て
日
月
の
光
明
の
若
く
、
燎
燎
乎
と
し
て
星
辰
の
錯
行
の
如
し
。

上
は
堯
舜
の
道
有
り
、
下
は
三
王
の
義
有
り
て
、
弟
子 
敢
て
忘
れ
ざ
る

な
り
。
①
蓬
戶
の
中
に
居
る
と
雖
も
、
琴
を
彈
き
て
以
て
先
王
の
風
を
詠

む
。
人
有
る
も
亦
た
之
を
樂
し
み
、
人
無
き
も
亦
た
之
を
樂
し
み
、
亦
た

發
憤
し
て
⻝
を
忘
る
可
し
」
と
。

　

詩
に
曰
く
、「
②
衡
門
の
下
、
以
て
棲
遲
す
可
し
。
泌
の
洋
洋
た
る
、

以
て
樂
饑
す
可
し
」
と
。

　

夫
子 

造
然
と
し
て
容か
た
ちを
變
へ
て
曰
く
、「
嘻あ
あ

。
吾
子 

始
め
て
以
て
詩

を
言
ふ
可
き
の
み
。
然
れ
ど
も
子 

以お
も

ふ
に
其
の
表
を
見
て
、
未
だ
其
の

裏
を
見
ず
」
と
。
顏
淵
曰
く
、「
其
の
表 

已
に
見
な
ば
、
其
の
裏
に

又 

何
か
有
ら
ん
」
と
。
孔
子
曰
く
、「
其
の
門
を
闚の
ぞ

き
て
、
其
の
中
に
入

ら
ず
ん
ば
、
安い
づ
く

ん
ぞ
其
の
奧
藏
の
在
る
所
を
知
ら
ん
や
。
然
る
に
藏
も

又 

難
き
に
非
ざ
る
な
り
。
丘 

嘗つ
ね

に
心
を
悉
く
し
志
を
盡
く
し
て
、
已
に

其
の
中
に
入
る
。
前
に
高
岸
有
り
、
後
ろ
に
深
谷
有
り
、
泠
泠
然
と
し
て

此
く
の
如
き
も
、
旣
に
立
つ
の
み
。
其
の
裏
を
見
る
能
は
ず
ん
ば
、
未
だ

精
微
な
る
者
と
謂
は
ざ
る
な
り
」
と
）
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。

　

子
夏
と
顏
淵
が
孔
子
の
言
葉
を
引
き
出
す
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
物
語
の

内
容
は
、
ほ
ぼ
重
複
す
る
。
異
な
る
点
は
、
第
一
に
、『
詩
經
』
の
國
風
・
小
雅
・

大
雅
・
頌
ご
と
に
学
び
得
る
德
目
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
詩
經
』
は
、

國
風
・
小
雅
・
大
雅
・
頌
に
よ
り
修
め
ら
れ
る
德
目
を
四
つ
に
収
斂
す
る
こ
と

が
難
し
く
、
総
論
を
記
し
得
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
第
二
は
、
二
つ
の
物

語
を
結
ぶ
部
分
に
、『
詩
經
』
陳
風 

衡
門
を
引
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
②
（
粗

末
な
）
衡
門
の
下
で
も
、
ゆ
っ
く
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
泉
の
水
が
洋
洋

と
流
れ
、
飢
え
て
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
陳
風 

衡
門
の
内
容
は
、

①
「
粗
末
な
家
の
中
に
い
て
も
、
琴
を
弾
い
て
先
王
の
風
を
詠
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。
人
が
い
て
も
こ
れ
を
楽
し
み
、
人
が
い
な
く
と
も
こ
れ
を
楽
し
み
、
ま

た
発
憤
し
て
食
べ
る
の
を
忘
れ
る
ほ
ど
で
す
」
と
い
う
物
語
中
の
子
夏
の
言
葉

を
受
け
る
に
相
応
し
い
詩
で
あ
る
。
比
較
す
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
よ
く
似

て
い
る
『
尙
書
大
傳
』
と
『
韓
詩
外
傳
』
の
物
語
で
あ
る
が
、
①
の
部
分
は
大

き
く
異
な
る
。『
韓
詩
外
傳
』
は
、『
詩
經
』
の
特
定
の
詩
を
物
語
に
よ
り
解
釈

す
る
た
め
に
、『
尙
書
大
傳
』
の
総
論
を
説
明
す
る
た
め
の
物
語
を
改
変
し
た

上
で
、
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
尙
書
大
傳
』
が
総
論
を
説
く
に
留
ま
り
、
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具
体
的
な
經
文
を
説
明
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
、『
韓
詩
外
傳
』
は
、
よ
り
『
詩

經
』
に
即
し
た
物
語
的
な
解
釈
の
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
尙
書
大
傳
』
で
經
文
を
解
釈
し
て
い
た
と
考
え
得
る
物
語
を

『
韓
詩
外
傳
』
が
流
用
す
る
事
例
も
あ
る
。『
尙
書
大
傳
』
か
ら
掲
げ
よ
う
。

成
王
の
時
、
三
苗 

桑
葉
を
貫
き
て
生
ず
る
こ
と
有
り
。
同
に
一
穗
を
爲
し
、

其
の
大
は
車
に
盈
ち
、
長
は
幾
ん
ど
箱
に
充
つ
。
民 

得
て
諸こ
れ

を
成
王
に

上
す
。
成
王
の
時
、
有
苗 

莖
を
異
に
し
て
生
じ
、
同
に
一
穟
を
爲
し
、

人 

之
を
上の
ぼ

す
る
者
有
り
。
王 
周
公
を
召
し
て
之
に
問
ふ
。
公
曰
く
、「
三

苗 

一
穟
を
爲
す
は
、
抑

天
下 
和
を
共
に
し
一
と
爲
る
か
」
と
。
果
た

し
て
越
裳
氏 

譯
を
重
ね
て
來
た
る
こ
と
有
り
）
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。

　

皮
錫
瑞
『
尙
書
大
傳
疏
證
』
は
、
こ
の
物
語
を
『
尙
書
』
嘉
禾
篇
に
分
類
し

て
い
る
が
、
嘉
禾
篇
は
散
逸
し
て
お
り
伝
わ
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
成
王
の
時

の
瑞
祥
を
周
公
旦
が
天
下
統
一
の
予
兆
と
考
え
、
そ
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
よ

う
に
、
越
裳
氏
が
来
貢
し
た
と
い
う
物
語
は
、
成
王
時
の
周
公
旦
の
史
傳
と
し

て
生
き
続
け
た
。

　

そ
れ
は
、『
韓
詩
外
傳
』
が
次
の
よ
う
に
物
語
を
継
承
し
な
が
ら
、『
詩
經
』

を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

成
王
の
時
、
三
苖 

桑
を
貫
き
て
生
ず
る
こ
と
有
り
。
同
に
一
秀
を
爲
し
、

大
は
幾ほ
と

ん
ど
車
に
滿
ち
、
長
は
幾
ん
ど
箱
に
充
つ
。
成
王 

周
公
に
問
ひ

て
曰
く
、「
此
れ
何
の
物
ぞ
」
と
。
周
公
曰
く
、「
三
苖 

同
に
一
秀
す
る
は
、

意お

者も

ふ
に
天
下
殆
ん
ど
同
に
一
に
な
ら
ん
」
と
。
三
年
に
比お

幾よ

び
、
累は
た

し

て
越
嘗
氏
の
九
の
譯
を
重
ね
て
至
り
、
白
雉
を
周
公
に
獻
ず
る
こ
と
有
り
、

「
道
路 

悠
遠
に
し
て
、
山
川 

幽
深
た
り
。
恐
ら
く
は
人
を
し
て
之
れ
未

だ
逹
せ
ざ
ら
し
め
ん
、
故
に
譯
を
重
ね
て
來
た
り
」
と
。
周
公
曰
く
、

「
吾 

何
を
以
て
賜
は
る
や
」
と
。
譯
曰
く
、「
吾
が
命
を
受
く
る
國
の
黃

髮
曰
く
、「
久
し
き
か
な
天
の
迅
風
疾
雨
せ
ざ
る
や
、
海
の
波 

溢あ
ふ

れ
ざ
る

や
、
茲こ
こ

に
三
年
な
り
。
意
者
ふ
に
中
國 

殆お
そ

ら
く
は
聖
人
有
ら
ん
。
盍
ぞ

往
き
て
之
に
朝
せ
ざ
ら
ん
」
と
。
是
に
於
て
來
た
る
な
り
」
と
。
周

公 

乃
ち
敬
し
て
其
の
來
た
る
所
以
を
求
む
。

　

詩
に
曰
く
、「
於あ
あ 

萬
斯
年
、
遐な
ん

ぞ
佐
た
す
け

有
ら
ざ
ら
ん
や
」
と
）
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物
語
に
よ
り
解
釈
さ
れ
る
『
詩
經
』
大
雅 

下
武
は
、
毛
序
に
よ
れ
ば
、
文

王
を
継
い
だ
武
王
を
歌
っ
た
詩
と
さ
れ
、「
遐
ぞ
佐
有
ら
ざ
ら
ん
や
」
に
つ
い

て
毛
傳
は
、「
遠
夷 

來
た
り
て
佐
く
る
な
り
（
遠
夷
來
佐
也
）」
と
述
べ
る
）
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。『
韓

詩
外
傳
』
は
、『
尙
書
大
傳
』
の
成
王
の
時
に
天
下
統
一
の
瑞
祥
が
あ
り
、
越

裳
氏
が
来
貢
し
た
と
い
う
物
語
を
継
承
し
つ
つ
、
周
公
旦
を
高
く
評
価
す
る
た

め
に
、
越
裳
氏
の
来
貢
理
由
を
中
國
に
現
れ
る
聖
人
周
公
旦
に
会
う
た
め
で

あ
っ
た
と
物
語
を
展
開
す
る
。
し
た
が
っ
て
、『
詩
經
』
大
雅 

下
武
の
解
釈
は
、

『
韓
詩
外
傳
』
で
は
、
周
公
旦
の
た
め
に
夷
狄
が
来
貢
し
た
こ
と
に
な
り
、
詩

は
成
王
の
時
代
を
歌
っ
た
こ
と
と
な
る
。

　

実
は
、『
詩
經
』
大
雅 

下
武
に
は
、「
永
く
言
に
命
を
配
す
、
成
王
の
孚ま
こ
と。

成
王
の
孚
、
下か

土と

の
式の
り

（
永
言
配
命
、
成
王
之
孚
。
成
王
之
孚
、
下
土
之
式
）」

と
、
成
王
と
い
う
字
句
が
あ
る
。
朱
熹
『
詩
集
傳
』
は
、
成
王
の
字
が
あ
る
た

め
、
康
王
以
降
の
詩
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
て
い
る
が
、
文
意
を
考

え
る
と
武
王
の
時
の
詩
で
よ
い
、
と
考
え
を
撤
収
し
て
い
る
。
毛
傳
鄭
箋
に
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従
っ
て
、「
王
の
孚ま
こ
とを

成
す
」
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
韓
詩
外
傳
』
が
こ
の
詩
を
成
王
の
時
の
周
公
旦
と
関
わ
る
も
の
と
解
釈
し

た
理
由
は
、
成
王
の
時
に
越
裳
氏
が
来
貢
し
た
物
語
が
『
尙
書
大
傳
』
に
記
さ

れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、『
尙
書
大
傳
』
の
物
語
は
、『
韓
詩

外
傳
』
に
踏
襲
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
詩
の
解
釈
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
例
、『
韓
詩
外
傳
』
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、『
尙
書
大
傳
』
か
ら
掲
げ

よ
う
。武

丁
の
時
、
桑
穀 

倶
に
朝
に
生
じ
、
七
日
に
し
て
大お
ほ

い
さ
拱き
ょ
うな

り
。
武

丁 

其
の
相
を
召
し
て
焉
を
問
ふ
。
其
の
相 

曰
く
、「
吾 

之
を
知
る
と
雖

も
、
吾 

言
ふ
能
は
ざ
る
な
り
」
と
。
諸こ
れ

を
祖
己
に
問
ふ
。
曰
く
、「
桑
穀

は
、
野
艸
な
り
。
野
艸 

朝
に
生
ず
る
は
、
亡
び
る
か
」
と
。
武
丁 

懼
れ
、

身
を
側
だ
て
行
を
脩
め
、
昔
の
先
王
の
政
、
滅
國
を
興
し
、
絕
世
を
繼
ぎ
、

逸
民
を
擧
げ
、
養
老
の
禮
を
明
ら
か
に
す
る
を
思
ふ
。
譯
を
重
ね
て
來
朝

す
る
者 

六
國
な
り
）
34
（

。

　

祖
己
は
、
武
丁
（
殷
の
高
宗
）
に
仕
え
て
諫
言
し
、
そ
れ
が
高
宗
肜
日
に
纏

め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
臣
下
で
あ
る
。
そ
れ
が
桑
と
穀
が
朝
廷
に
生
え
て
大
き
く

な
っ
た
こ
と
を
滅
亡
の
予
兆
と
考
え
、
そ
れ
を
聞
い
た
武
丁
が
身
を
慎
み
、
夷

狄
が
来
貢
す
る
ほ
ど
の
德
政
を
施
い
た
と
す
る
物
語
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
も
と
に
、『
韓
詩
外
傳
』
は
、
次
の
よ
う
に
物
語
を
展
開
す
る
。

　

有
殷
の
時
、
榖 

湯
の
廷
に
生
じ
、
三
日
に
し
て
大
い
さ
拱
な
り
。

湯 

伊
尹
に
問
ひ
て
曰
く
、「
何
物
ぞ
」
と
。
對
へ
て
曰
く
、「
榖
樹
な
り
」

と
。
湯
問
ふ
、「
何
爲
ぞ
此
に
生
ず
る
」
と
。
伊
尹
曰
く
、「
榖
は
之
れ
澤

に
出
づ
る
野
物
な
り
。
今 

天
子
の
庭
に
生
ず
る
は
、
殆お
そ

ら
く
不
吉
な
り
」

と
。
湯
曰
く
、「
柰
何
せ
ん
」
と
。
伊
尹
曰
く
、「
臣 

聞
く
な
ら
く
、
①
妖

な
る
者
は
禍
の
先
、
祥
な
る
者
は
福
の
先
な
り
と
。
妖
を
見
る
も
善
を
爲

さ
ば
、
則
ち
禍 

至
ら
ず
、
祥
を
見
る
も
不
善
を
爲
さ
ば
、
則
ち
福 

臻い
た

ら

ず
」
と
。
湯 

乃
ち
齊
戒
し
靜
處
し
て
、
夙
に
興
き
夜
に
寐
ね
、
死
を
弔

ひ
疾
を
問
ひ
、
過
ち
を
赦
し
窮く
る

し
む
を
賑に
ぎ

は
す
れ
ば
、
七
日
に
し
て

榖 

亡
ぶ
。
妖
孽 

見
は
れ
ず
、
國
家 

昌
ゆ
。

　

詩
に
曰
く
、「
②
天
の
威
を
畏
れ
、
時こ

こ

に
之
を
保
つ
」
と
）
35
（

。

　
『
韓
詩
外
傳
』
は
、『
呂
氏
春
秋
』
の
影
響
も
受
け
た
の
か
）
36
（

、
物
語
を
殷
の
湯

王
の
時
の
こ
と
と
し
、
伊
尹
と
の
対
話
の
中
で
、
湯
王
が
災
異
を
克
服
す
る
物

語
へ
と
展
開
す
る
。
そ
れ
は
、『
詩
經
』
周
頌 

我
將
の
、「
天
の
威
を
畏
れ
、

時こ
こ

に
之
を
保
つ
」
を
解
釈
す
る
た
め
で
あ
る
。
周
頌
の
詩
で
あ
る
こ
と
に
明
ら

か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
詩
中
に
も
明
記
さ
れ
る
文
王
を
歌
っ
た
詩
で
あ
る
。
し

か
し
、『
韓
詩
外
傳
』
は
、
詩
の
本
来
の
用
い
方
で
あ
っ
た
「
斷
章
取
義
」
を

と
る
た
め
）
37
（

、
詩
全
体
と
の
整
合
性
は
と
り
あ
え
ず
捨
象
さ
れ
る
。

　

伊
尹
の
言
葉
と
さ
れ
る
①
「
妖
と
い
う
も
の
は
禍
い
の
先
触
れ
、
祥
と
い
う

も
の
は
福
の
先
触
れ
と
言
い
ま
す
。
妖
を
見
て
も
善
を
な
せ
ば
、
禍
い
は
至
ら

ず
、
祥
を
見
て
も
不
善
を
な
せ
ば
、
則
ち
福
は
至
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
思
想
に

よ
り
、
②
「
天
の
威
を
畏
れ
て
、
こ
こ
に
国
家
を
保
っ
た
」
と
詩
を
解
釈
で
き

れ
ば
、
物
語
に
よ
る
詩
の
解
釈
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
尙
書
大
傳
』
に
始
ま
っ
た
儒
家
の
物
語
に
よ
る
經
書
解
釈
は
、
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『
韓
詩
外
傳
』
に
受
け
継
が
れ
、
儒
家
の
思
想
の
普
及
に
資
し
た
。
黃
老
思
想

が
尊
重
さ
れ
た
前
漢
初
期
の
儒
家
は
、『
尙
書
』
と
『
詩
經
』
と
い
う
難
解
な

經
典
を
物
語
に
よ
り
分
か
り
や
す
く
説
明
し
、
儒
學
の
普
及
に
努
め
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
努
力
が
身
を
結
び
、
前
漢
武
帝
期
以
降
、
儒
家
の
教
説
は
次
第

に
国
家
の
正
統
化
に
用
い
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
）
38
（

。

お
わ
り
に

　

秦
末
か
ら
前
漢
文
帝
期
を
生
き
た
伏
生
は
、
黃
老
思
想
が
優
位
の
中
、
孔
子

の
尊
重
し
た
『
尙
書
』
を
伝
え
た
が
、「
樸
學
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
難
し
く
、

黃
老
思
想
に
対
抗
し
難
い
經
典
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
継
承
し
た
尙
書
學
派
は
、

『
荀
子
』
が
物
語
に
よ
り
詩
・
書
の
内
容
を
分
か
り
易
く
説
く
こ
と
を
模
範
に
、

訓
詁
や
状
況
の
説
明
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
に
よ
り
『
尙
書
』
經
の
説
明
を
し

て
い
く
。『
尙
書
大
傳
』
は
、
そ
れ
を
整
理
し
た
書
物
で
あ
ろ
う
。

　
『
尙
書
』
と
同
様
、
あ
る
い
は
主
観
的
な
韻
文
で
あ
る
た
め
に
『
尙
書
』
以

上
に
普
及
に
困
難
を
抱
え
て
い
た
詩
經
學
派
は
、『
尙
書
大
傳
』
に
倣
っ
て
、

物
語
に
よ
る
『
詩
經
』
の
解
釈
を
進
め
た
。
そ
れ
を
整
理
し
た
書
物
が
『
韓
詩

外
傳
』
で
あ
る
。
し
か
し
、『
尙
書
大
傳
』
が
散
逸
し
た
よ
う
に
、
分
か
り
易

い
反
面
、
雑
駁
な
物
語
に
よ
る
經
典
解
釈
は
、
儒
學
の
進
展
と
共
に
役
割
を
終

え
る
。

　
『
禮
記
』
王
制
篇
に
、「
三
年
の
喪
は
、
天
子
よ
り
逹
す
（
三
年
之
喪
、
自
天

子
逹
）」
と
あ
る
三
年
喪
に
つ
い
て
、
後
漢
「
儒
敎
國
家
」
は
、「
文
帝
の
故
事
」

を
典
拠
に
短
く
す
る
こ
と
で
、
現
実
と
經
義
と
を
擦
り
合
わ
せ
た
）
39
（

。
そ
し
て
、

唐
は
、
高
祖
李
淵
が
重
視
し
た
『
漢
書
』
に
掲
載
さ
れ
る
文
帝
の
遺
詔
と
鄭
玄

の
經
義
に
よ
っ
て
、「
天
子
の
喪
」
は
「
二
十
七
日
」
で
あ
る
と
定
め
て
い
く
）
40
（

。

三
年
喪
の
解
決
を
図
っ
た
『
尙
書
大
傳
』
の
解
釈
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
用
い

ら
れ
ず
、『
尙
書
』
の
注
釈
書
と
し
て
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

注

（
1
） 　

秦
時
焚
書
、
伏
生
壁
藏
之
、
其
後
大
兵
起
流
亡
。
漢
定
、
伏
生
求
其
書
、
亡
數
十
篇
、

獨
得
二
十
九
篇
。
卽
以
敎
於
齊
・
魯
之
間
。
學
者
由
是
頗
能
言
尙
書
、
諸
山
東
大
師
、

無
不
涉
尙
書
以
敎
矣
（『
史
記
』
卷
一
百
二
十
一 

儒
林
列
傳
）。

（
2
） 　

向
微
伏
生
、
則
唐
虞
・
三
代
典
謨
・
誥
命
經
、
煙
銷
灰
滅
、
萬
古
長
夜
（
陳
壽
祺
『
尙

書
大
傳
定
本
』
序
）。
陳
壽
祺
の
『
尙
書
大
傳
定
本
』
に
つ
い
て
は
、
侯
金
満
「《
尚
書

大
伝
》
陳
寿
祺
輯
本
弁
訛
」（『
文
史
』
二
〇
二
四
│
四
、
二
〇
二
四
年
）、
宗
静
航
「
読

陳
寿
祺
輯
校
《
尚
書
大
伝
》
偶
記
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
〇
六
│
二
、
二
〇
〇
六

年
）
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
『
尙
書
大
傳
』
は
、
陳
壽
祺
『
尙
書
大
傳
定
本
』（
四

部
叢
刊
初
編
）
に
基
づ
き
、
皮
錫
瑞
『
尙
書
大
傳
疏
證
』（
中
華
書
局
、
二
〇
二
二
年
）

を
参
照
し
た
。

（
3
） 　

其
文
或
説
尙
書
、
或
不
説
尙
書
。
大
抵
如
詩
外
傳
・
春
秋
繁
露
。
與
經
義
在
離
合
之

間
。
而
古
訓
・
舊
典
、
往
往
而
在
。
所
謂
六
藝
之
支
流
也
（「
四
庫
全
書
總
目
提
要
」

經
部
十
二 

尙
書
大
傳
）。

（
4
） 　

物
語
を
利
用
し
た
經
典
解
釈
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
物
語
に
よ
る
『
詩

経
』
解
釈
の
限
界
」（『
東
洋
研
究
』
二
三
六
、
二
〇
二
五
年
）
を
参
照
。

（
5
） 　
『
尙
書
大
傳
』
に
つ
い
て
、
劉
起
釪
『
尚
書
学
史
』
訂
補
修
訂
本
（
中
華
書
局
、
二

〇
一
七
年
）
は
、『
尙
書
』
の
經
文
に
基
づ
き
、
經
文
と
全
く
無
関
係
の
物
語
を
展
開

す
る
、
と
評
価
し
て
お
り
、
程
元
敏
『
尚
書
学
史
』（
五
南
図
書
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
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は
、
必
ず
し
も
經
文
と
は
拘
ら
ず
、
他
文
献
か
ら
の
引
用
に
よ
り
解
釈
内
容
か
ら
派
生

す
る
、
と
主
張
す
る
。
共
に
「
四
庫
全
書
總
目
提
要
」
に
沿
っ
た
『
尙
書
大
傳
』
へ
の

低
い
評
価
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
ら
に
代
表
さ
れ
る
『
尙
書
大
傳
』
の
研
究
動
向
に
つ

い
て
は
、
伊
藤
裕
水
「
漢
唐
経
書
学
中
之
「
六
宗
」
説
窺
管
」（『
経
学
史
研
究
的
回
顧

与
展
望
│
林
慶
彰
教
授
栄
退
紀
念
論
文
集
』
万
巻
楼
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。

（
6
） 　
『
尙
書
大
傳
』
が
、『
韓
非
子
』
と
共
通
す
る
物
語
を
用
い
な
が
ら
、
法
・
勢
・
術
が

重
要
で
あ
る
と
い
う
『
韓
非
子
』
の
主
張
部
分
は
用
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉

義
浩
「『
韓
非
子
』
に
お
け
る
物
語
の
利
用
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
四
二
、
二
〇

二
五
年
）
を
参
照
。

（
7
） 　

池
田
秀
三
「『
尚
書
大
伝
』
初
探
」（『
中
村
璋
八
博
士
古
稀
記
念 

東
洋
学
論
集
』
汲

古
書
院
、
一
九
九
六
年
）。

（
8
） 　

伊
藤
裕
水
「『
尚
書
大
伝
』
と
『
尚
書
』
経
文
」（『
中
国
思
想
史
研
究
』
四
一
、
二

〇
二
〇
年
）。

（
9
） 　

正
月
上
日
、
受
終
于
文
祖
。
在
旋
機
・
玉
衡
、
以
齊
七
政
。
①
齊
、
中
也
。
七
政
者
、

謂
春
・
秋
・
冬
・
夏
・
天
文
・
地
理
・
人
道
、
所
以
爲
政
也
。
道
正
而
萬
事
順
成
。
故

天
道
、
政
之
大
也
。
旋
機
者
、
何
也
。
傳
曰
、
旋
者
、
還
也
。
機
者
、
幾
也
、
微
也
。

其
變
幾
微
、
而
所
動
者
大
、
謂
之
旋
機
。
是
故
旋
機
、
謂
之
北
極
。
②
受
、
謂
舜
也
。

上
日
、
元
日
（『
尙
書
大
傳
』
卷
一
下 

唐
傳 

堯
典
）。

（
10
） 　

書
曰
、
乃
女
其
悉
自
學
功
。
①
悉
、
盡
也
。
學
、
效
也
。
②
傳
曰
、
當
其
效
功
也
、
於

卜
洛
邑
、
營
成
周
、
改
正
朔
、
立
宗
廟
、
序
祭
祀
、
易
犧
牲
、
制
禮
樂
、
一
統
天
下
、

合
和
四
海
（『
尙
書
大
傳
』
卷
四 

周
傳 

洛
誥
）。

（
11
） 　
（
倪
）
寛
有
俊
材
、
初
見
武
帝
、
語
經
學
。
上
曰
、
吾
始
以
尙
書
爲
樸
學
、
弗
好
。

及
聞
寛
説
、
可
觀
。
乃
從
寛
問
一
篇
。
歐
陽
・
大
小
夏
侯
氏
學
、
皆
出
於
寛
（『
漢
書
』

卷
八
十
八 

儒
林 

歐
陽
生
傳
）。

（
12
） 　

周
公
將
作
禮
樂
、
優
游
之
、
三
年
不
能
作
。
君
子
恥
其
言
而
不
見
從
、
恥
其
行
而
不

見
隨
。
將
大
作
、
恐
天
下
莫
我
知
也
。
將
小
作
、
恐
不
能
揚
父
祖
功
業
・
德
澤
。
然
後

營
洛
、
以
觀
天
下
之
心
。
於
是
四
方
諸
侯
、
率
其
羣
黨
、
各
攻
位
於
其
庭
。
周
公
曰
、

示
之
以
力
役
、
且
猶
至
。
况
導
之
以
禮
樂
乎
。
然
後
敢
作
禮
樂
。
書
曰
、
作
新
大
邑
于

東
國
洛
、
四
方
民
大
和
會
。
此
之
謂
也
（『
尙
書
大
傳
』
卷
四 

周
傳 

康
誥
）。

（
13
） 　
『
春
秋
左
氏
傳
』
が
孔
子
よ
り
も
周
公
旦
を
尊
重
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
承
け
て
、
西

晉
の
杜
預
が
「
五
十
凡
例
」
を
「
周
公
の
垂
法
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

渡
邉
義
浩
「
杜
預
の
左
伝
癖
と
西
晉
の
正
統
性
」（『
六
朝
学
術
学
会
報
』
六
、
二
〇
〇

五
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
14
） 　
①
書
曰
、
高
宗
梁
闇
、
三
年
不
言
。
何
謂
梁
闇
也
。
②
傳
曰
、
高
宗
居
倚
廬
、
三
年

不
言
。
百
官
總
己
、
以
聽
於
冢
宰
、
而
莫
之
違
。
此
之
謂
梁
闇
。
③
子
張
曰
、
何
謂
也
。

孔
子
曰
、
古
者
君
薨
、
王
世
子
聽
於
冢
宰
三
年
、
不
敢
服
先
王
之
服
、
履
先
王
之
位
而

聽
焉
。
④
以
民
臣
之
義
、
則
不
可
一
日
無
君
矣
。
不
可
一
日
無
君
、
猶
不
可
一
日
無
天
也
。

以
孝
子
之
隱
乎
。
則
孝
子
三
年
弗
居
矣
（『
尙
書
大
傳
』
卷
四 

周
傳 

毋
逸
）。

（
15
） 　

現
行
の
『
尙
書
』
無
逸
篇
に
は
、「
其
れ
高
宗
に
在
り
て
は
…
…
乃
ち
亮
陰
し
て
三

年 

言
は
ざ
る
或あ

り
（
其
在
高
宗
…
…
乃
或
亮
陰
三
年
不
言
）」
と
あ
り
、『
尙
書
大
傳
』

に
引
く
經
文
と
は
、
字
句
の
異
同
が
あ
る
。

（
16
） 　
『
春
秋
公
羊
傳
』
文
公
九
年
に
、「
民
臣
の
心
に
緣
ら
ば
、
一
日
だ
に
君
無
き
可
か
ら

ず
（
緣
民
臣
之
心
、
不
可
一
日
無
君
）」
と
あ
る
。

（
17
） 　

渡
邉
義
浩
「
杜
預
の
諒
闇
説
と
皇
位
継
承
問
題
」（『
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
四

四
、
二
〇
〇
五
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に

所
収
）
を
参
照
。

（
18
） 　
『
論
語
』
陽
貨
篇
に
、「
宰
我 

問
ふ
、「
三
年
の
喪
は
、
期
に
し
て
已
に
久
し
。
君

子 

三
年 

禮
を
爲
さ
ざ
れ
ば
、
禮 

必
ず
壞や

ぶ

る
。
三
年 

樂
を
爲
さ
ざ
れ
ば
、
樂 

必
ず

崩
る
。
舊
穀 

旣
に
沒つ

き
、
新
穀 

旣
に
升み

の

る
。
鑽
燧
し
て
火
を
改
む
。
期
に
し
て
可
な

る
の
み
」
と
。
子
曰
く
、「
夫か

の
稻
を
⻝
ら
ひ
、
夫
の
錦
を
衣
る
や
、
女な

ん
ぢに
於
て
安
か

ら
ん
や
」
と
。
曰
く
、「
安
し
」
と
。「
女 

安
け
れ
ば
則
ち
之
を
爲
せ
。
夫そ

れ
君
子
の

喪
に
居
る
や
、
旨う

ま

き
を
⻝
ら
へ
ど
も
甘う

ま

か
ら
ず
、
樂
を
聞
け
ど
も
樂
し
か
ら
ず
、
居
處

に
安
か
ら
ず
、
故
に
爲
さ
ざ
る
な
り
。
今 

女 

安
け
れ
ば
則
ち
之
を
爲
せ
」
と
。
宰

我 
出
づ
。
子
曰
く
、「
豫
の
不
仁
な
る
や
。
子 

生
ま
れ
て
三
年
に
し
て
、
然
る
後
に

父
母
の
懷
を
免
る
。
夫
れ
三
年
の
喪
は
天
下
の
通
喪
な
り
。
豫
や
、
三
年
の
愛 

其
の

父
母
よ
り
有
ら
ん
か
」
と
（
宰
我
問
、
三
年
之
喪
、
期
已
久
矣
。
君
子
三
年
不
爲
禮
、
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禮
必
壞
。
三
年
不
爲
樂
、
樂
必
崩
。
舊
穀
旣
沒
、
新
穀
旣
升
。
鑽
燧
改
火
。
期
可
已
矣
。

子
曰
、
⻝
夫
稻
也
、
衣
夫
錦
也
、
於
女
安
乎
。
曰
、
安
之
。
女
安
則
爲
之
。
夫
君
子
之

居
喪
、
⻝
旨
不
甘
、
聞
樂
不
樂
、
居
處
不
安
、
故
不
爲
也
。
今
女
安
則
爲
之
。
宰
我
出
。

子
曰
、
豫
之
不
仁
也
。
子
生
三
年
、
然
後
免
於
父
母
之
懷
。
夫
三
年
之
喪
、
天
下
之
通

喪
也
。
豫
也
、
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎
）」
と
あ
る
。
渡
邉
義
浩
「
儒
教
に
見
る
形

と
心
│
喪
服
と
孝
心
」（『
中
国
に
お
け
る
形
と
心
』
大
東
文
化
大
学
、
二
〇
〇
四
年
、

『『
論
語
』
の
形
成
と
古
注
の
展
開
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
に
所
収
）
も
参
照
。

（
19
） 　

子
張
曰
、
書
云
、
高
宗
諒
陰
、
三
年
不
言
。
何
謂
也﹇
一
﹈。
子
曰
、
何
必
高
宗
。
古

之
人
皆
然
。
君
薨
、
百
官
緫
己﹇
二
﹈、
以
聽
於
冢
宰
三
年﹇
三
﹈。﹇
一
﹈
孔
安
國
曰
、
高
宗
、

殷
之
中
興
王
武
丁
也
。諒
、信
也
。陰
、猶
默
也
。﹇
二
﹈
馬
融
曰
、己
、己
百
官
也
。﹇
三
﹈

孔
安
國
曰
、
冢
宰
、
天
官
。
佐
王
治
者
也
。
三
年
喪
畢
、
然
後
王
自
聽
政
也
（『
論
語

集
解
』
憲
問
篇
）。

（
20
） 　

人
主
之
言
、
不
可
不
慎
。
高
宗
、
天
子
也
。
卽
位
諒
闇
、
三
年
不
言
。
卿
・
大
夫
恐

懼
、
患
之
。
高
宗
乃
言
曰
、
以
余
一
人
正
四
方
。
余
唯
恐
言
之
不
類
也
。
茲
故
不
言
。

古
之
天
子
、
其
重
言
如
此
。
故
言
無
遺
者
（『
呂
氏
春
秋
』
審
應
覽 

重
言
）。

（
21
） 　
『
國
語
』
楚
語
上
に
、「
故
に
（
武
丁
）
三
年 

默
し
て
以
て
道
を
思
ふ
。
旣
に
し
て

道
を
得
る
も
、
猶
ほ
敢
て
專
制
せ
ず
、
象
を
以
て
旁あ

ま
ねく

聖
人
を
求
め
し
む
（
故
〈
武
丁
〉

三
年
默
以
思
道
。
旣
得
道
、
猶
不
敢
專
制
、
使
以
象
旁
求
聖
人
）」
と
あ
る
。
井
ノ
口

哲
也
「「
高
宗
諒
陰
三
年
不
言
」
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
史
論
叢
』
八
、
二
〇
一
二
年
）、

末
森
明
夫
・
高
橋
和
夫
「「
高
宗
諒
陰
三
年
不
言
」
攷
│
障
害
学
的
視
座
に
よ
る
再
検

証
」（『
人
文
』
一
四
、
二
〇
一
五
年
）、
何
発
甦
・
袁
法
周
「《
論
語
》
引
《
書
》〝
高

宗
諒
陰
、
三
年
不
言
〞
説
解
試
析
│
兼
論
孔
子
対
《
書
》
的
闡
釈
」（『
寧
夏
社
会
科
学
』

二
〇
一
〇
│
五
、
二
〇
一
〇
年
）、
易
寧
「《
史
記
》
載
〝
高
宗
諒
陰
三
年
不
言
〞
考
釈

│
兼
論
司
馬
遷
叙
史
〝
疑
則
伝
疑
〞」（『
北
京
師
範
大
学
学
報
』
社
会
科
学
版
二
〇
一

〇
│
六
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
22
） 　

佐
藤
将
之
「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
『
荀
子
』
思
想
研
究
の
意
義
と
展
望
」（『
中
国

研
究
集
刊
』
六
一
、
二
〇
一
五
年
）、『
参
与
天
地
之
治
│
荀
子
礼
治
政
治
思
想
的
起
源

与
構
造
』（
国
立
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
22
） 　
『
尙
書
大
傳
』
と
同
様
に
物
語
を
用
い
、
分
か
り
や
す
く
『
詩
經
』
を
説
明
す
る
こ

と
を
試
み
る
『
韓
詩
外
傳
』
が
『
荀
子
』
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「
韓

嬰
と
『
韓
詩
外
伝
』」（『
中
国
文
化
│
研
究
と
教
育
』
八
二
、
二
〇
二
四
年
）
を
参
照
。

（
24
） 　
①
萬
物
爲
道
一
偏
、
一
物
爲
萬
物
一
偏
。
愚
者
爲
一
物
一
偏
、
而
自
以
爲
知
道
、
無

知
也
。
慎
子
有
見
於
後
、
無
見
於
先
。
老
子
有
見
於
詘
、
無
見
於
信
。
墨
子
有
見
於
齊
、

無
見
於
畸
。
宋
子
有
見
於
少
、
無
見
於
多
。
有
後
而
無
先
、
則
群
衆
無
門
。
有
詘
而
無

信
、
則
貴
賤
不
分
。
有
齊
而
無
畸
、
則
政
令
不
施
、
有
少
而
無
多
、
則
群
衆
不
化
。
②
書 

曰
、
無
有
作
好
、
遵
王
之
道
。
無
有
作
惡
、
遵
王
之
路
。
此
之
謂
也
（『
荀
子
』
天
論
篇
）。

（
25
） 　

天
下
大
亂
、
賢
聖
不
明
、
道
德
不
一
。
天
下
多
得
一
察
、
焉
以
自
好
。
…
…
猶
百
家

衆
技
也
。
皆
有
所
長
、
時
有
所
用
。
雖
然
、
不
該
不
徧
、
一
曲
之
士
也
。
…
…
後
世
之

學
者
、
不
幸
不
見
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
、
道
術
將
爲
天
下
裂
（『
莊
子
』
天
下
篇
）。

（
26
） 　

渡
邉
義
浩
「
劉
歆
の
「
七
略
」
と
儒
教
一
尊
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
三
五
、
二

〇
一
八
年
、『「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
に
所
収
）。

（
27
） 　

渡
邉
義
浩
「『
荘
子
』
の
孔
子
像
」（『
日
本
儒
教
学
会
報
』
九
、
二
〇
二
五
年
）。

（
28
） 　

渡
邉
義
浩
「『
史
記
』
の
孔
子
物
語
」（『
中
国
文
化
│
研
究
と
教
育
』
八
三
、
二
〇

二
五
年
）。

（
29
） 　

子
夏
讀
書
畢
。
孔
子
問
曰
、
吾
子
何
爲
於
書
。
子
夏
曰
、
書
之
論
事
、
昭
昭
若
日
月
、

焉
所
受
於
夫
子
者
、
弗
敢
忘
。
退
而
窮
居
河
濟
之
間
、
深
山
之
中
、
壤
室
・
蓬
戶
、
彈

琴
瑟
以
歌
先
王
之
風
。
有
人
亦
樂
之
、
無
人
亦
樂
之
。
①
上
見
堯
舜
之
道
、
下
見
三
王

之
義
、
可
以
忘
死
生
矣
。
孔
子
愀
然
變
容
曰
、
嘻
。
②
子
殆
可
與
言
書
矣
。
雖
然
見
其
表
、

未
見
其
裏
。
闚
其
門
、
未
入
其
中
。
顏
回
曰
、
何
謂
也
。
孔
子
曰
、
丘
常
悉
心
盡
志
以

入
其
中
、
則
③
前
有
高
岸
、
後
有
大
谿
、
塡
塡
正
立
而
已
。
六
誓
可
以
觀
義
、
五
誥
可

以
觀
仁
、
甫
刑
可
以
觀
誡
、
洪
範
可
以
觀
度
、
禹
貢
可
以
觀
事
、
皋
陶
謨
可
以
觀
治
、

堯
典
可
以
觀
美
（『
尙
書
大
傳
』
卷
五 

畧
説
）。

（
30
） 　

子
夏
讀
詩
已
畢
。
夫
子
問
曰
、
爾
亦
何
大
於
詩
矣
。
子
夏
對
曰
、
詩
之
於
事
也
、
昭

昭
乎
若
日
月
之
光
明
、
燎
燎
乎
如
星
辰
之
錯
行
。
上
有
堯
舜
之
道
、
下
有
三
王
之
義
、

弟
子
不
敢
忘
。
①
雖
居
蓬
戶
之
中
、
彈
琴
以
詠
先
王
之
風
。
有
人
亦
樂
之
、
無
人
亦
樂
之
、

亦
可
發
憤
忘
⻝
矣
。
詩
曰
、
②
衡
門
之
下
、
可
以
棲
遲
。
泌
之
洋
洋
、
可
以
樂
饑
。
夫
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子
造
然
變
容
曰
、
嘻
。
吾
子
始
可
以
言
詩
已
矣
。
然
子
以
見
其
表
、
未
見
其
裏
。
顏
淵

曰
、
其
表
已
見
、
其
裏
又
何
有
哉
。
孔
子
曰
、
闚
其
門
、
不
入
其
中
、
安
知
其
奧
藏
之

所
在
乎
。
然
藏
又
非
難
也
。
丘
嘗
悉
心
盡
志
、
已
入
其
中
。
前
有
高
岸
、
後
有
深
谷
、

泠
泠
然
如
此
、
旣
立
而
已
矣
。
不
能
見
其
裏
、
未
謂
精
微
者
也
（『
韓
詩
外
傳
』
卷
二
）。

（
31
） 　

成
王
之
時
、
有
三
苗
貫
桑
葉
而
生
。
同
爲
一
穗
、
其
大
盈
車
、
長
幾
充
箱
。
民
得
而

上
諸
成
王
。
成
王
時
、
有
苗
異
莖
而
生
、
同
爲
一
穟
、
人
有
上
之
者
。
王
召
周
公
而
問

之
。
公
曰
、
三
苗
爲
一
穟
、
抑
天
下
共
和
爲
一
乎
。
果
有
越
裳
氏
重
譯
而
來
（『
尙
書

大
傳
』
卷
五 

周
傳 
嘉
禾
）。

（
32
） 　

成
王
之
時
、
有
三
苖
貫
桑
而
生
。
同
爲
一
秀
、
大
幾
滿
車
、
長
幾
充
箱
。
成
王
問
周

公
曰
、
此
何
物
也
。
周
公
曰
、
三
苖
同
一
秀
、
意
者
天
下
殆
同
一
也
。
比
幾
三
年
、
累

有
越
嘗
氏
重
九
譯
而
至
、
獻
白
雉
於
周
公
、
道
路
悠
遠
、
山
川
幽
深
。
恐
使
人
之
未
逹

也
、
故
重
譯
而
來
。
周
公
曰
、
吾
何
以
見
賜
也
。
譯
曰
、
吾
受
命
國
之
黃
髮
曰
、
久
矣

天
之
不
迅
風
疾
雨
也
、
海
不
波
溢
也
、
三
年
於
茲
矣
。
意
者
中
國
殆
有
聖
人
。
盍
往
朝

之
。
於
是
來
也
。
周
公
乃
敬
求
其
所
以
來
。
詩
曰
、
於
萬
斯
年
、
不
遐
有
佐
（『
韓
詩

外
傳
』
卷
五
）。

（
33
） 　

鄭
箋
は
、「
其
の
輔
佐
の
臣
も
亦
た
宜
し
く
其
の
餘
福
を
蒙
る
べ
き
を
言
ふ
な
り
。

書
に
曰
く
、「
公 

其
れ
豫
を
以
て
萬
億
年
」
と
。
亦
た
君
臣 
福
祿
を
同
じ
く
す
る
な

り
（
言
其
輔
佐
之
臣
亦
宜
蒙
其
餘
福
也
。
書
曰
、
公
其
以
豫
萬
億
年
。
亦
君
臣
同
福
祿

也
）」
と
述
べ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
韓
詩
外
傳
』
の
解
釈
と
は
異
な
る
。

（
34
） 　

武
丁
之
時
、
桑
穀
倶
生
於
朝
、
七
日
而
大
拱
。
武
丁
召
其
相
而
問
焉
。
其
相
曰
、
吾

雖
知
之
、
吾
不
能
言
也
。
問
諸
祖
己
。
曰
、
桑
穀
、
野
艸
也
。
野
艸
生
於
朝
、
亡
乎
。

武
丁
懼
、
側
身
脩
行
、
思
昔
先
王
之
政
、
興
滅
國
、
繼
絕
世
、
擧
逸
民
、
明
養
老
之
禮
。

重
譯
來
朝
者
六
國
（『
尙
書
大
傳
』
卷
三 

殷
傳 

高
宗
肜
日
）。

（
35
） 　

有
殷
之
時
、
榖
生
湯
之
廷
、
三
日
而
大
拱
。
湯
問
伊
尹
曰
、
何
物
也
。
對
曰
、
榖
樹

也
。
湯
問
、
何
爲
而
生
於
此
。
伊
尹
曰
、
榖
之
出
澤
野
物
也
。
今
生
天
子
之
庭
、
殆
不

吉
也
。
湯
曰
、
柰
何
。
伊
尹
曰
、
臣
聞
、
①
妖
者
禍
之
先
、
祥
者
福
之
先
。
見
妖
而
爲
善
、

則
禍
不
至
、
見
祥
而
爲
不
善
、
則
福
不
臻
。
湯
乃
齊
戒
靜
處
、
夙
興
夜
寐
、
弔
死
問
疾
、

赦
過
賑
窮
、
七
日
而
榖
亡
。
妖
孽
不
見
、
國
家
昌
。
詩
曰
、
②
畏
天
之
威
、
于
時
保
之

（『
韓
詩
外
傳
』
卷
三
）。

（
36
） 　
『
呂
氏
春
秋
』
季
夏
紀 

制
樂
は
、「
故
に
成
湯
の
時
、
穀 

庭
に
生
ず
る
有
り
、
昏
に

し
て
生
じ
、
旦
に
比お

よ

び
て
大
い
さ
拱
な
り
。
其
の
吏 

其
の
故
を
卜
せ
ん
と
請
ふ
。

湯 

卜
者
を
退
け
て
曰
く
、
吾 

聞
く
、
祥
な
る
者
は
福
の
先
な
る
者
な
り
、
祥
を
見
て

不
善
を
爲
せ
ば
則
ち
福 

至
ら
ず
。
妖
な
る
者
は
禍
の
先
な
る
者
な
り
、
妖
を
見
て
善

を
爲
せ
ば
則
ち
禍 

至
ら
ず
と
。
是
に
於
て
早
朝
に
晏
退
し
、
疾
を
問
ひ
喪
を
弔
し
、

務
め
て
百
姓
を
鎮
撫
す
る
に
、
三
日
に
し
て
穀 

亡
ぶ
。
故
に
禍
は
福
の
倚
る
所
、
福

は
禍
の
伏
す
所
、
聖
人 

獨
り
見
る
所
に
し
て
、
衆
人
焉い

づ
くん
ぞ
其
の
極
を
知
ら
ん
（
故

成
湯
之
時
、
有
穀
生
於
庭
、
昏
而
生
、
比
旦
而
大
拱
。
其
吏
請
卜
其
故
。
湯
退
卜
者
曰
、

吾
聞
、
祥
者
福
之
先
者
也
、
見
祥
而
爲
不
善
則
福
不
至
。
妖
者
禍
之
先
者
也
、
見
妖
而

爲
善
則
禍
不
至
。
於
是
早
朝
晏
退
、
問
疾
弔
喪
、
務
鎮
撫
百
姓
、
三
日
而
穀
亡
。
故
禍

兮
福
之
所
倚
、
福
兮
禍
之
所
伏
、
聖
人
所
獨
見
、
衆
人
焉
知
其
極
）」
と
あ
る
よ
う
に
、

ほ
ぼ
同
様
の
物
語
を
殷
の
湯
王
の
時
と
す
る
。

（
37
） 　
『
韓
詩
外
傳
』
が
「
斷
章
取
義
」
を
取
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「『
詩
経
』

解
釈
の
展
開
と
断
章
取
義
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
八
四
、
二
〇
二
四
年
）
を

参
照
。

（
38
） 　

儒
家
の
教
説
が
、
儒
敎
へ
の
変
質
を
経
て
、
後
漢
「
儒
敎
國
家
」
で
国
家
的
に
尊
重

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
『「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
』（
汲
古

書
院
、
二
〇
一
九
年
）、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二

〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
39
） 　

渡
邉
義
浩
「
後
漢
に
お
け
る
礼
と
故
事
」（『
両
漢
に
お
け
る
易
と
三
礼
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
六
年
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年

に
所
収
）
を
参
照

（
40
） 　

渡
邉
義
浩
「
漢
書
学
の
展
開
と
「
古
典
中
国
」
の
受
容
」（『
東
洋
研
究
』
二
一
二
、

二
〇
一
九
年
、『「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
に
所
収
）

を
参
照
。


